
ニュース

３ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

２
月
16
日
㊊
〜
３
月
16
日
㊊
は
確
定
申
告
期
間
で
す

確
定
申
告
は
ス
マ
ホ
・
パ
ソ
コ
ン
か
ら

期
間
中
は
町
や
高
崎
税
務
署
が
開

設
す
る
会
場
で
も
申
告
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
が
、混
雑
緩
和
の
た
め
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の

申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

町
の
会
場
で
受
け
付
け
で
き
な
い
人

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
、高
崎
税
務
署
が
開
設
す
る
会
場

で
申
告
す
る
か
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
か
ら
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
７
年
分
以
外
の
確
定
申
告

②
山
林
所
得
や
譲
渡
所
得（
土
地
・
建

物
、株
式
な
ど
）の
あ
る
人

③
青
色
申
告
を
す
る
人

④
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
人

⑤
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
人（
年
末
調
整
で
控
除
を
受
け

て
い
る
場
合
を
除
く
）

⑥
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、住
宅
や

家
財
な
ど
に
被
害
を
受
け
て
、所

得
税
の
軽
減
・
免
除
を
受
け
ら
れ

る
人

⑦
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
な
ど
の

あ
る
人

⑧
東
京
電
力
な
ど
の
賠
償
金
に
係
る

申
告
を
す
る
人

⑨
消
費
税
の
申
告
を
す
る
人

※
申
告
相
談
会
場
に
つ
い
て
は
、広

報
２
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

高
崎
税
務
署
が
開
設
す
る
会
場

高
崎
税
務
署
職
員
な
ど
と
の
申
告

相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、２
月
16

日
㊊
〜
３
月
16
日
㊊
の
間
、ビ
エ
ン

ト
高
崎
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、

ご
来
場
の
際
に
は
、国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
を
し
て
い
た
だ
く
と
と

も
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
そ

の
パ
ス
ワ
ー
ド（
①
署
名
用
電
子
証

明
書
用
・
②
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
用
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

高
崎
税
務
署

☎
０
２
７
・
３
２
２・
４
７
１
１

税
務
会
計
課
税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７（
直
通
）

①「国税庁　確定申告書等作成コーナー」
　（　  https://www.keisan.nta.go.jp/）へアクセス
●税務署に行く手間がかかりません。
●確定申告期間中は２４時間いつでも利用できます。
②申告書を作成
　画面の案内に従って金額や名称などを入力するだけです。
③次のいずれかの方法でe-Taxで送信して提出
●マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォ
ンを使って送信
●マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って送信
●税務署で発行された利用者識別番号とパスワード（ＩＤ・パスワード方式
の届け出が完了しているものに限る）を使って送信

　マイナンバーカードや、利用者識別番
号とパスワード（ＩＤ・パスワード方式の届
け出が完了しているものに限る）がない
人は、印刷して郵便や直接税務署へ持参
することにより提出することもできます。
　詳しくはe-Taxホームページをご確認
ください。

▲国税庁
　確定申告書等
　作成コーナー

▲e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
 （　 https://www.e-tax.nta.go.
  jp/toiawase/toiawase2.htm）

URL

URL

確定申告はスマホ・パソコンからできます

☎0570-01-5901　受付時間9：00～17：00
（㊏・㊐・㊗・年末年始を除く）
※時期により受付時間延長や日曜日の受け付けもあります。

　令和7年6月に行われた
システム切り替えにより、今
まで発行していた確定申告
用の税額計算書が発行で
きなくなっています。固定
資産税の物件ごとの税額
は、4月に発送した納税通知
書に同封している課税明細
書などでご確認ください。
なお、この課税明細書を紛
失した場合は所定の様式に
より再発行できますので、
ご活用ください。

固定資産税の
税額計算書

（確定申告用）は
廃止されています

▶税務会計課 税務室
　☎26-2238（直通）

ヘルプデスク

まちの鳥

▲国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント
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児
扶
受
給
世
帯
・
住
民
税
非
課
税
世
帯
対
象

大
学
な
ど
の
受
験
料
や
模
擬
試
験
の
受
験
料
を
補
助

　

県
は
、経
済
的
課
題
を
抱
え
る
ひ

と
り
親
家
庭
な
ど
の
子
ど
も
に
対
し

て
、大
学
な
ど
の
受
験
料
や
模
擬
試

験
の
受
験
料
を
補
助
し
ま
す
。

※
中
学
３
年
生
は
模
擬
試
験
受
験
料

の
み
対
象
で
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

で
、町
在
住
の
人

●
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
相
当

（
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
ひ
と

り
親
家
庭
や
祖
父
母
な
ど
に
よ
る

養
育
者
家
庭
を
含
む
）、ま
た
は
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
人

●
令
和
７
年
度
に
お
い
て
、高
校
３

年
生
な
ど（
申
請
日
時
点
で
、大
学

な
ど
の
受
験
資
格
を
持
つ
20
歳
未

満
の
人
を
含
む
）ま
た
は
中
学
３

年
生
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
補
助
対
象
経
費　

令
和
７
年
度
中

に
支
払
っ
た
次
の
費
用

①
大
学
、短
期
大
学
、専
修
学
校（
専

門
課
程
）お
よ
び
、高
等
専
門
学
校

（
４
年
次
）な
ど
の
受
験
料（
１
人

当
た
り
上
限
額
５
３
，０
０
０
円
）

②
進
学
に
向
け
た
模
擬
試
験
受
験
料

（
１
人
当
た
り
上
限
額
は
高
校
３

年
生
８
，０
０
０
円
、中
学
３
年
生

６
，０
０
０
円
）

▼
申
請
方
法

　

申
請
書
類
を
子
育
て
支
援
室
に
持

参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
に
つ
い
て
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

２
月
27
日
㊎
必
着

▼
申
請
窓
口

〒
３
７
０-

３
６
０
８

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
５

吉
岡
町
保
健
セ
ン
タ
ー
内

健
康
福
祉
課 

子
育
て
支
援
室

☎
26
・
２
２
４
８（
直
通
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
県 

生
活
こ
ど
も
部 

こ
ど
も
・

子
育
て
支
援
課 

子
育
て
支
援
係

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
２
６
２
２

まちの花

　

経
済
的
な
理
由
で
就
学
困
難
と
認

め
ら
れ
る
、町
立
小
・
中
学
校
に
通
う

児
童
・
生
徒
の
保
護
者（
生
活
保
護
受

給
者
に
準
ず
る
程
度
）に
、学
用
品
費

や
学
校
給
食
費
な
ど
の
一
部
を
年
度

ご
と
に
援
助
し
て
い
ま
す
。

※
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
教
育
扶
助

の
受
給
者
は
、相
談
が
必
要
で
す
。

新
入
学
児
童
・
生
徒
学
用
品
費
を

前
倒
し
て
支
給
し
ま
す

　

令
和
８
年
度
に
、小･

中
学
校
に
入

学
す
る
児
童
・
生
徒
が
い
る
保
護
者

に
対
し
、新
入
学
児
童
・
生
徒
学
用
品

費
を
入
学
前
の
３
月
に
前
倒
し
て
支

給
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法　

　

援
助
を
希
望
す
る
場
合
は
、入
学

通
知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、押
印
の
上
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

１
月
30
日
㊎

在
校
児
童
・
生
徒
の
就
学
援
助
費

の
申
請
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
度
の
援
助
を
希
望
す
る

保
護
者
は
、新
規
、継
続
を
問
わ
ず
申

請
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

押
印
の
上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申

請
書
は
各
校
ま
た
は
学
校
教
育
室

窓
口
で
受
け
取
る
か
、教
育
委
員
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
す
る
申
請
書
は
１
枚
で
す
。

児
童
・
生
徒
が
２
人
以
上
の
ご
家
庭

も
、全
員
連
名
で
申
請
で
き
ま
す
。

▼
申
請
期
限　

２
月
27
日
㊎

 

共
通
事
項

▼
提
出
先　

学
校
教
育
室
ま
た
は
児

童
・
生
徒
が
在
籍
す
る
小
・
中
学
校

▼
相
談･

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

明
治
小
学
校　

☎
54
・
２
１
０
５

駒
寄
小
学
校　

☎
54
・
２
３
０
０

吉
岡
中
学
校　

☎
54
・
３
２
１
３

児
童
・
生
徒
の
た
め
の
制
度

就
学
援
助
費
の
申
請
に
つ
い
て

まちの木

▲県ホームページ
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運
転
に
不
安
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
支
援

高
齢
者
の
交
通
事
故
の
減
少
を
目

的
と
し
、運
転
に
不
安
を
も
つ
高
齢
者

の
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
支
援

す
る
た
め
の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

●
申
請
日
に
町
に
住
所
を
有
し
て
い

る
こ
と

●
運
転
免
許
証
自
主
返
納
時
に
満
65

歳
以
上
で
あ
る
こ
と

●
こ
れ
ま
で
に
当
事
業
に
よ
る
助
成

を
受
け
て
い
な
い
こ
と

●
運
転
免
許
証
を
返
納
し
て
１
年
以

内
で
あ
る
こ
と

※
免
許
証
が
失
効
し
た
場
合
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
交
付
額

１
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通

知
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、PayPay、auPAY、d払い
でも納付できます。また、便利で確実な

口座振替もご利用ください。

納期限 ２月２日㊊

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

…７期

納期限 1月５日㊊

介護保険料
後期高齢者医療保険料 …６期

定例教育委員会の傍聴

教育委員会事務局 教育総務室
☎26-2285（直通）

●日時 1月21日㊌ 9：00～
●場所　文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。

〈問い合わせ先〉

まちの鳥

▼
対
象

満
70
歳
以
上
で
後
付
け
の
自
動
車
誤

発
進
防
止
装
置
を
購
入
・
設
置
し
た

人
で
、次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
町
に
住
所
を
有
し
て
い

る
こ
と

●
自
動
車
運
転
免
許
証
を
保
有
し
て

い
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
誤
発
進
防
止
装
置
の
購
入
・
設
置

か
ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

※
申
請
回
数
は
１
人
に
つ
き
１
回
限

り
で
す
。

▼
補
助
金
額

購
入
お
よ
び
設
置
に
か
か
る
費
用

の
２
分
の
１（
１
０
０
円
未
満
切
り

捨
て
）で
、上
限
２
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
運
転
免
許
証
の
写
し

□
自
動
車
検
査
証
の
写
し

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
取
扱
説
明
書
な
ど（
自
動
車
誤
発

進
防
止
装
置
の
概
要
が
分
か
る
も

の
）

□
装
着
状
況
が
分
か
る
写
真

□
補
助
対
象
者
に
町
税
の
滞
納
が
な

い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

後
付
け
の
装
置
に
限
り
ま
す

自
動
車
誤
発
進
防
止
装
置
設
置
費
補
助
金

まちの木
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自
動
車
の
運
転
者
は
、６
歳
未
満

の
乳
幼
児
を
乗
車
さ
せ
て
運
転
す
る

場
合
に
は
、チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
で
は
交
通
事
故
か
ら
子
ど
も
を
守

る
た
め
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補

助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

乳
幼
児
を
養
育
す
る
親
権
者
で
、国

土
交
通
省
の
定
め
る
安
全
基
準
を
満

た
す
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト（
中
古
品

を
除
く
）を
購
入
し
、次
の
全
て
に
該

当
す
る
人

●
申
請
日
に
乳
幼
児
と
親
権
者
が
町

に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
購
入
日
に
乳
幼
児
が
６
歳
未
満
で

あ
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
か
ら

１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

※
補
助
金
を
交
付
で
き
る
台
数
は
乳

幼
児
１
人
に
対
し
１
台
で
す
。

▼
補
助
金
額

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
価
格
の
２

　

道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、令

和
５
年
４
月
か
ら
自
転
車
乗
車
時
の

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
努
力
義
務
と
な

り
ま
し
た
。

　

自
転
車
事
故
が
多
く
、ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
率
の
低
い
高
校
生
世
代
お
よ

び
65
歳
以
上
の
人
に
向
け
て
、着
用

の
促
進
を
図
る
た
め
、補
助
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　

申
請
年
度
に
16
歳
〜
18
歳
に
達
す

る
高
校
生
な
ど（
在
学
は
問
わ
ず
）の

保
護
者
お
よ
び
65
歳
以
上
の
人
で
、

安
全
基
準
を
満
た
す
ヘ
ル
メ
ッ
ト

（
中
古
品
を
除
く
）を
購
入
し
、次
の

全
て
に
該
当
す
る
人　

●
申
請
日
に
町
に
住
所
を
有
し
て
い

る
こ
と

●
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
か
ら
１
年
以

内
で
あ
る
こ
と

※
申
請
回
数
は
着
用
者
１
人
に
つ
き

１
回
限
り
と
な
り
ま
す
。　

▼
補
助
金
額

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
価
格
の
２
分
の

分
の
１（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）で
、

上
限
５
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

　

次
の
申
請
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
窓
口

か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

１（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）で
、

上
限
２
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
、商
品
名
お

よ
び
購
入
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
）

□
ヘ
ル
メ
ッ
ト
付
属
の
保
証
書
ま
た

は
取
扱
説
明
書

□
安
全
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
書
類

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

　

次
の
申
請
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
窓
口

か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

乳
幼
児
の
安
全
の
た
め
に

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
金

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
金

まちの花

まちの鳥

▲申請フォーム

▲申請フォーム


